
提

出

者

末

松

義

規

平
成
十
八
年
一
月
二
十
四
日
提
出

質

問

第

一

六

号

政
党
本
部
の
土
地
及
び
建
物
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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政
党
本
部
の
土
地
及
び
建
物
に
関
す
る
質
問
主
意
書

政
党
が
政
治
活
動
を
行
っ
て
い
く
上
で
、
政
党
の
本
部
と
な
る
土
地
及
び
建
物
は
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
こ
の
政
党
の
本

部
と
な
る
土
地
及
び
建
物
の
取
得
に
つ
い
て
は
、
政
党
間
で
平
等
の
条
件
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
が
、
政
治
を
正
常
に
運
営
し
て

い
く
上
で
不
可
欠
で
あ
る
。
つ
い
て
は
与
党
自
由
民
主
党
と
一
体
と
な
っ
て
政
治
を
行
っ
て
い
る
政
府
が
そ
の
よ
う
な
条
件
を

確
保
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

自
由
民
主
党
本
部
の
所
在
す
る
土
地
（
住
所：

千
代
田
区
永
田
町
一
丁
目
一
一
番
二
三
号
）
の
所
有
者
は
誰
か
。

二

政
府
は
、
自
由
民
主
党
本
部
の
所
在
す
る
土
地
に
つ
い
て
、
通
常
土
地
を
所
有
す
る
こ
と
に
伴
い
支
払
う
こ
と
と
な
る
諸

税
の
納
付
を
同
党
か
ら
受
け
て
い
る
か
。
な
お
、
「
通
常
土
地
を
所
有
す
る
こ
と
に
伴
い
支
払
う
こ
と
と
な
る
諸
税
が
不
明

確
」
と
い
っ
た
理
由
等
で
回
答
を
拒
否
す
る
こ
と
な
く
、
常
識
の
範
囲
内
で
対
応
す
る
よ
う
努
め
ら
れ
た
い
。

三

（
自
由
民
主
党
本
部
の
所
在
す
る
土
地
が
国
有
で
あ
り
、
自
由
民
主
党
は
土
地
に
対
す
る
諸
税
を
支
払
っ
て
い
な
い
と
す

る
場
合
、
）
政
府
は
、
自
由
民
主
党
か
ら
賃
料
等
、
土
地
を
国
か
ら
貸
与
さ
れ
る
こ
と
に
伴
う
対
価
を
受
け
て
い
る
か
。
受

け
て
い
る
場
合
、
�

そ
の
金
額
（
過
去
一
〇
年
分
）
、
�

支
払
い
方
式
（
一
括
か
分
割
か
）
、
�

金
額
の
算
定
根

一



拠
、
�

そ
の
よ
う
な
貸
与
が
可
能
と
な
る
法
令
上
の
根
拠
を
回
答
さ
れ
た
い
。

四

政
府
は
、
自
由
民
主
党
本
部
と
同
様
の
方
式
で
、
国
有
財
産
で
あ
る
土
地
又
は
建
物
を
他
の
政
党
に
貸
与
し
て
い
る
よ
う

な
事
例
を
把
握
し
て
い
る
か
。
あ
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
に
つ
い
て
、
前
記
三
の
�
、
�
、
�
及
び
�
に
つ
い
て
回
答

さ
れ
た
い
。

五

自
由
民
主
党
本
部
の
建
物
（
住
所：

千
代
田
区
永
田
町
一
丁
目
一
一
番
二
三
号
）
の
所
有
者
は
誰
か
。

六

自
由
民
主
党
本
部
の
建
物
の
資
産
価
値
は
、
平
成
一
六
年
政
治
資
金
報
告
書
に
よ
れ
ば
一
五
億
五
二
三
〇
万
円
と
あ
る
。

ま
た
、
自
由
民
主
党
の
平
成
一
六
年
政
党
交
付
金
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
政
党
交
付
金
か
ら
千
代
田
都
税
事
務
所
に
一
五
九
六

万
一
一
〇
〇
円
を
納
付
し
て
お
り
、
こ
れ
が
同
本
部
建
物
に
対
す
る
諸
税
に
相
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
も
の

の
明
ら
か
で
は
な
い
。
つ
い
て
は
、
政
府
は
自
由
民
主
党
本
部
の
建
物
に
対
し
て
、
�

い
か
な
る
税
を
課
し
て
い
る
か
、

�

そ
れ
ぞ
れ
の
税
の
税
額
は
い
く
ら
か
、
�

そ
の
算
定
根
拠
に
つ
い
て
回
答
さ
れ
た
い
。

七

四
に
お
い
て
列
挙
さ
れ
た
政
党
（
国
有
財
産
で
あ
る
土
地
又
は
建
物
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
政
党
）
が
あ
る
場
合
、
そ
の

政
党
本
部
の
建
物
に
つ
い
て
も
、
前
記
六
�
、
�
及
び
�
に
つ
い
て
回
答
さ
れ
た
い
。

（
な
お
、
回
答
に
際
し
て
は
、
質
問
の
一
部
が
不
明
確
又
は
回
答
不
能
で
あ
る
こ
と
を
以
て
、
質
問
全
体
に
回
答
し
な
い

二



と
い
う
こ
と
を
避
け
、
可
能
な
限
り
す
べ
て
の
質
問
に
何
ら
か
の
回
答
を
行
う
よ
う
努
め
ら
れ
た
い
。
）

右
質
問
す
る
。

三


